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市民課市民係 ☎62‐1114問申

大好評‼
みなさまの職場や施設・自治会館へ

市職員がマイナンバーカード出張申請に伺います！

対象や必要書類などの詳細は下記までお問い合わせください。

市役所にマイナンバーカードを受け取りに行く時間がない。市役所は混んでるって聞くし…。
申請方法がよく分からないから手伝ってほしい…。写真を準備するのが大変。うまく自撮りができない…。

出張申請ならすべて解決できます！ 出張申請受付の流れ
市役所に行かなくても申請から受け取りまで可能！
申請したカードは後日ご自宅で受け取れます！
※ 必要書類が揃っていない場合は、市役所窓口での受け
取りになります。

市職員が申請書の書き方について丁寧に説明します！
写真を用意しなくても大丈夫！会場で写真を撮影します。

① 市民課（62‐1114）へお問い合わせください。
② 日程や会場の調整。
③ 団体内での希望者の取りまとめや持ち物の周知。
④ 指定場所に市職員が訪問し、申請受付。
 （顔写真撮影無料！）
⑤ ご自宅でマイナンバーカードを受け取り。

財政課地籍調査室 ☎62‐8000問

こども課こども応援係 ☎62‐6638問 産業政策課産業戦略係 ☎84‐8104問

市民課市民係 ☎62‐1114問申

令和６年６月分以降の児童手当
の支給について

　令和６年６月分以降の児童手当の額は、市で所
得および世帯の現況を台帳等で確認し決定します。
台帳等で確認できない方には「現況届」を６月上
旬に送付しますので、下記の期限までに必ずご提
出をお願いします。
　なお、市で現況を確認した結果、所得上限を超
える場合は、支給対象外となります。

【提出期限】　６月28日（金）必着

【提出場所】　こども課こども応援係（本庁舎１階）
　　　　　　合川／森吉／阿仁総合窓口センター
　　　　　　前田／大阿仁出張所

※ご不明な点があれば下記までお問い合わせください。

北秋田市の新しい特産品を作りませんか？

魅力ある商品の開発・
改良を応援します！

　市内事業者による商品開発・既存商品の改良に要す
る費用の一部を助成し、地場産業の活性化を図ります。
【補助率】
　対象経費の２分の１または３分の２
　※ 伊勢堂岱遺跡、マタギ文化、ふるさと大使に関連し

た商品の開発・改良の場合は経費の補助率が３分の
２となります。

【補助上限】　50万円
【募集期間】
　５月１日（水）～６月28日（金）
【プレゼンテーション】
　７月中旬
【事業実施期限】
　令和７年３月31日（月）

▲詳細はこちら

令和６年度

地籍調査予定区域
のお知らせ

対象地区
松葉町、元町、鷹巣字（西屋敷、下家下・
東上綱・北家後の一部）
坊沢字中柳生の一部、綴子字柳中の一部

対象の方には資料送付のうえお知らせします。

調査予定区域

顔認証マイナンバーカードが作れるようになりました！
　顔認証マイナンバーカードとは、健康保険証およ
び身分証として利用できるマイナンバーカードです。
　暗証番号の設定が不要です。
　（健康保険証、身分証以外のご利用はできません。）
※ マイナンバーカードの申請または交付の際に手続きできます。
※ マイナンバーカードをすでに持っている方も、顔認
証マイナンバーカードに切り替えることができます。

 カードを窓口にご持参ください。
 （代理人による場合はあらかじめお問い合わせください。）

完全予約制 ６月20日（木）までに必ず電話予約！

マイナンバーカード
休日窓口を開設します！
申請・交付・電子証明書更新・暗証番号再設定

日　時　　 月  　　日（日）　　時～　　 時
場　所　市役所本庁舎１階 市民ホール
対　象　北秋田市に住所登録している方

６ 23 ９ 15

詳細は二次元バーコードよりご確認ください

※15歳未満の方および成年被後見人の方は、親
　または法定代理人と一緒にいらしてください。

「ECOコン」参加者募集！

　学生等を対象に「脱炭素社会を実現するアイデア実践コン
テスト（ECOコン）」を開催します。グループ・個人どちらのご
参加も可能で、優秀者として選ばれた方には賞品をプレゼン
トします。
　詳しくは、美の国あきたネット（コンテンツ番号：80902)
をご覧ください。
秋田県温暖化対策課 ☎018‐860‐1560

自動車税種別割の納期限は７月１日です

【自動車税種別割の納税義務者】
　自動車税種別割は、４月１日現在の車検証の登録名義人に
課税されます。４月１日以降に移転登録（転売等）したときで
も４月１日現在の車検証の登録名義人が全額納付することに
なります。
【納付方法】
　最寄りの金融機関またはコンビニエンスストアで期限内に
納付しましょう。また、二次元バーコードによるキャッシュレ
ス納付にも対応しています。
　納税通知書は６月３日（月）に発送予定です。
※ 納付方法は納税通知書同封のチラシまたは秋田県ホーム
ページで確認できます。
秋田県総合県税事務所収納管理課 ☎018‐860‐3331
秋田県総合県税事務所北秋田支所 ☎0186‐49‐2211

総務省からのお知らせ

　６月１日～10日は「電波利用環境保護周知啓発強化期間」
です。電波はルールを守って正しく使いましょう。電波の混
信・妨害がありましたらお問い合わせください。
総務省東北総合通信局 ☎022‐221‐0641

令和６年度無料調停手続相談会

日時 ６月９日（日） 10時～15時
場所 市民ふれあいプラザ２階大研修室
内容 調停委員が金銭や土地、建物、交通事故、夫婦や親子間

などの家族間の困りごとなどの手続相談に応じます。
予約は不要です。

大館調停協会 ☎0186‐42‐0071

刈払機講習

　刈払機の基本知識や操作技術を学び、全日程を修了した方
に「刈払機取扱作業者安全衛生教育修了証」を交付します。
日時 ６月25日（火） ９時～16時45分
 ６月26日（水） ９時～12時30分
場所 能代市文化会館
対象者　60歳以上の方
定員 15人（選考）
受講料　無料
申込方法　ハローワーク、シルバー人材センターに置いてあ

　　る申込用紙に記入のうえ、６月12日（水）までに連
　　合会にお申し込みください

秋田県シルバー人材センター連合会 ☎018‐888‐4680
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